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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物を支持する杭構造であって、
　地盤に掘削された杭穴と、当該杭穴の先端部分に充填された根固め液が固化して築造さ
れた根固め部と、前記杭穴に挿入された中空の既製杭と、前記根固め部に埋め込まれて前
記既製杭の先端面より下側に離隔して配置されたプレートと、下端側を前記プレートに連
結されるとともに、上端側を前記既製杭の杭体に定着させる緊張力が導入された連結部材
と、を備え、
　前記根固め部の外径は前記既製杭の外径より大きく、該根固め部は前記杭穴の拡底部分
に形成されており、
　前記プレートの外径は、前記既製杭の外径より大きいことを特徴とする杭構造。
【請求項２】
構造物を支持する杭構造であって、
　地盤に掘削された杭穴と、当該杭穴の先端部分に充填された根固め液が固化して築造さ
れた根固め部と、前記杭穴に挿入された中空の既製杭と、前記根固め部に埋め込まれて前
記既製杭の先端面より下側に離隔して配置されたプレートと、下端側を前記プレートに連
結されるとともに、上端側は前記既製杭の内部を挿通させて、該既製杭の上端側に設けら
れた基礎に定着させる緊張力が導入された連結部材と、を備え、
　前記根固め部の外径は前記既製杭の外径より大きく、該根固め部は前記杭穴の拡底部分
に形成されおり、
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　前記プレートの外径は、前記既製杭の外径より大きいことを特徴とする杭構造。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、杭構造に関する。詳しくは、構造物の基礎を支持する杭の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、構造物の基礎には杭が用いられるが、地震時にこの杭に作用する引抜き力に
抵抗するため、引抜き耐力を高めた杭が知られている。
　構造物の基礎を支持する杭には鉛直荷重により常時圧縮力が作用しているが、地震時に
は、水平荷重により曲げ応力やせん断応力が生じるとともに、転倒モーメントにより引張
力が生じ、杭に引抜き方向の力が作用する。
【０００３】
　上述の水平荷重や鉛直荷重に対して杭が所定の抵抗力を発揮するためには、地盤との応
力伝達上、所定の杭間隔が必要であるが、大きな地震力に抵抗するためには、杭の本数を
増やすか、もしくは杭を大口径にする必要があり、杭の鉄筋量が増大するとともに基礎ス
ラブも厚くなって、基礎にかかるコストが嵩む場合がある。
　そこで、基礎にかかるコストを削減するために、杭の内部に引張力を負担するアンカー
材を埋設することで、杭径や鉄筋量を増さずに大きな引張力に抵抗する方法が提案されて
いる（特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献では、杭は、先端部分が拡底された杭穴と、当該杭穴の拡底部分に設けら
れた根固め層と、杭穴に挿入されて根固め層に定着した中空の既製杭と、この既製杭の先
端面に設けられた支圧板と、既製杭に挿通されて支圧板に連結されたアンカー材と、を備
える。この既製杭の先端部分の外周面には、環状のリブが形成されている。
【０００５】
　このような杭構造によれば、杭穴の拡底部分に形成された根固め層が既製杭に引抜き力
が作用すると、既製杭の周面摩擦力に加えて、既製杭のリブが根固め層に係止することに
より、引抜き力に抵抗する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１４６７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、引抜き力に対して主として抵抗する部分は既製杭周囲の摩擦力であるが
、既製杭は表面が平滑であるため、アンカー材を設けたにもかかわらず引抜き抵抗力が発
揮されにくい。
　また、既製杭の先端部分の外周面にリブのような突起物を設けても、実際に引抜力が作
用すると、既製杭が根固め層から抜けてしまうおそれがある。
　さらに、支圧板が既製杭の先端に固定されていると、アンカー材が既製杭と一体化され
ているため、既製杭本体の引き抜き抵抗しか得られず、既製杭先端部の根固め層を十分に
活用できず、高い引抜き耐力が得られない可能性もある。
【０００８】
　本発明は、杭先端の根固め部を最大限に活用することで、高い引抜き耐力を確実に得る
ことができる杭構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　請求項１に記載の杭構造は、構造物を支持する杭構造であって、地盤に掘削された杭穴
と、当該杭穴の先端部分に充填された根固め液が固化して築造された根固め部と、前記杭
穴に挿入された中空の既製杭と、前記根固め部に埋め込まれて前記既製杭の先端面より下
側に離隔して配置されたプレートと、下端側を前記プレートに連結されるとともに、上端
側を前記既製杭の杭体に定着させる緊張力が導入された連結部材と、を備え、前記根固め
部の外径は前記既製杭の外径より大きく、該根固め部は前記杭穴の拡底部分に形成されて
おり、前記プレートの外径は、前記既製杭の外径より大きいことを特徴とする。
 
【００１０】
　この発明によれば、既製杭の先端より下側の根固め部内にプレートを配置し、このプレ
ートに連結部材を連結した。ここで、プレートを既製杭の先端面より下側に離隔して配置
したので、根固め部の一部が既製杭とプレートとの間に挟まれ、引抜き力に対して根固め
部のせん断抵抗を利用できる。また、従来のように既製杭の先端にプレートを固定した場
合に比べて、プレートがより根固め部の底に近くなり、引抜きが生じた際に連結部材に作
用する引張力が、根固め部のより深い位置から上方にコーン状に広がって根固め部の周辺
まで確実に伝達されるので、根固め部の引抜き抵抗能力を最大限に活用できる。
　よって、杭に作用する引抜き力を、既製杭の周面摩擦による抵抗と、連結部材およびプ
レートを介した根固め部による抵抗と、で負担するから、高い引抜き耐力を確実に得るこ
とができる。
【００１１】
　請求項２に記載の杭構造は、構造物を支持する杭構造であって、地盤に掘削された杭穴
と、当該杭穴の先端部分に充填された根固め液が固化して築造された根固め部と、前記杭
穴に挿入された中空の既製杭と、前記根固め部に埋め込まれて前記既製杭の先端面より下
側に離隔して配置されたプレートと、下端側を前記プレートに連結されるとともに、上端
側は前記既製杭の内部を挿通させて、該既製杭の上端側に設けられた基礎に定着させる緊
張力が導入された連結部材と、を備え、前記根固め部の外径は前記既製杭の外径より大き
く、該根固め部は前記杭穴の拡底部分に形成されており、前記プレートの外径は、前記既
製杭の外径より大きいことを特徴とする。
 
【００１２】
　この発明によれば、既製杭の先端より下側の根固め部内にプレートを配置し、このプレ
ートに連結部材を連結した。ここで、プレートを既製杭の先端面より下側に離隔して配置
したので、根固め部の一部が既製杭とプレートとの間に挟まれ、引抜き力に対して根固め
部のせん断抵抗を利用できる。また、従来のように既製杭の先端にプレートを固定した場
合に比べて、プレートがより根固め部の底に近くなり、引抜きが生じた際に連結部材に作
用する引張力が、根固め部のより深い位置から上方にコーン状に広がって根固め部の周辺
まで確実に伝達されるので、根固め部の引抜き抵抗能力を最大限に活用できる。
　よって、杭に作用する引抜き力を、既製杭の周面摩擦による抵抗と、これと並列的に機
能する連結部材およびプレートを介した根固め部による抵抗と、で負担するから、高い引
抜き耐力を確実に得ることができる。
【００１３】
　本発明では、前記連結部材の上端側は、緊張力が導入された状態で、前記基礎に埋設さ
れていることが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、連結部材に緊張力を導入したので、基礎の小さな浮上がり変形に対
しても根固め部が有効に機能して、既製杭の周面摩擦力と相乗的に抵抗するので、引抜き
耐力をより向上できる。
　なお、連結材に大きな緊張力を加えることは、常時で大きな圧縮力を受けている根固め
部にさらに圧縮力を導入することになるため、好ましくない。したがって、緊張力の大き
さは、根固め部の強度に影響を与えない程度、例えば連結部材にたるみが生じない程度の
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大きさとするのが好ましい。
【００１５】
　本発明では、前記根固め部の少なくとも上端部は、地盤の支持層の中に位置しているこ
とが好ましい。
【００１６】
　この発明によれば、根固め部の少なくとも上端部を地盤の支持層の中に位置させたので
、根固め層がより強固に地盤に定着するので、引抜き耐力をさらに向上できる。
【００１７】
　本発明では、前記プレートは、円盤状であり、当該プレートの外径は、前記既製杭の外
径以上であることが好ましい。
【００１８】
　この発明によれば、プレートを円盤状とし、このプレートの外径を既製杭の外径以上と
したので、連結部材に作用する引張力が根固め部の周辺までより確実に伝達されるように
なり、引抜き耐力をさらに向上できる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、既製杭の先端より下側の根固め部内にプレートを配置し、このプレー
トに連結部材を連結した。ここで、プレートを既製杭の先端面より下側に離隔して配置し
たので、根固め部の一部が既製杭とプレートとの間に挟まれ、引抜き力に対して根固め部
のせん断抵抗を利用できる。また、従来のように既製杭の先端にプレートを固定した場合
に比べて、プレートがより根固め部の底に近くなり、引抜きが生じた際に連結部材に作用
する引張力が、根固め部のより深い位置から上方にコーン状に広がって根固め部の周辺ま
で確実に伝達される。よって、根固め部の引抜き抵抗能力を最大限に活用できるようにな
り、高い引抜き耐力を確実に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る杭構造の杭の側面図および断面図である。
【図２】前記実施形態に係る杭を構築する手順を説明するための図である。
【図３】本発明の変形例に係る杭構造の杭の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る杭の側面図および断面図である。
　杭１は、建物の基礎２を支持するものであり、基礎２の下面から下方に向かって鉛直方
向に延びている。
　杭１は、地盤３に掘削された杭穴１０と、この杭穴１０の先端部分に築造された根固め
部１２と、杭穴１０に挿入された中空の鉄筋コンクリート製の既製杭２０と、根固め部１
２に埋め込まれて定着した支圧プレート３０と、既製杭２０の内部に挿通されて支圧プレ
ート３０に連結される連結部材３１と、を備える。
【００２２】
　杭穴１０の先端部分（下端部分）は拡底されており、拡底部分１１が形成されている。
この拡底部分１１は、地盤３の支持層に形成されている。
　根固め部１２は、杭穴１０の拡底部分１１に充填された根固め液としてのセメントミル
クが固化して築造されている。このセメントミルクは、ある程度の強度を安定して得られ
るものである。これにより、この根固め部１２の全体が支持層の中に位置しており、根固
め部１２の外径は、既製杭２０の外径よりも大きくなっている。
【００２３】
　連結部材３１の上端側（基端側）は、緊張力が導入された状態で、プレート３２を介し
て建物の基礎２に定着している。
　既製杭２０の先端部分は、根固め部１２にある程度埋め込まれている。なお、この既製
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杭２０の埋め込み深さは、適宜決定されてよい。
【００２４】
　支圧プレート３０は既製杭２０の先端面より下側に離隔しており、これにより、根固め
部１２の一部が既製杭２０と支圧プレート３０との間に挟まれている。支圧プレート３０
は、円盤状であり、この支圧プレート３０の外径は、既製杭２０の外径より大きくなって
いる。なお、この支圧プレート３０の外形寸法は、想定される引抜き力に応じて適宜決定
されてよい。
　連結部材３１の材質および断面積は、伝達する引抜き力の大きさと既製杭２０との軸剛
性とを考慮して、適宜決定されてよい。
【００２５】
　以上の杭１は、以下の手順で構築される。
　まず、地上にて既製杭２０を現場に搬入し、この既製杭２０の先端側に支圧プレート３
０を配置し、さらに、連結部材３１を既製杭２０に挿通して支圧プレート３０に連結して
おく。このようにして、既製杭２０、支圧プレート３０、および連結部材３１を一体化さ
せておく。
【００２６】
　その後、図２（ａ）に示すように、杭打ち機４０により、先端部分に拡底部分１１が形
成された杭穴１０を形成する。その後、杭打ち機４０の掘削ドリルの先端からセメントミ
ルクを吐出して拡底部分１１にセメントミルクを充填し、掘削ドリルを上下させて良く撹
拌する。その後、掘削ドリルを引き上げながら、掘削ドリルの先端から杭周充填液を吐出
して、杭穴１０内に充填していく。
【００２７】
　続いて、図２（ｂ）に示すように、クレーン４１により、地組みした既製杭２０を杭穴
１０に挿入し、地組みした既製杭２０の支圧プレート３０が拡底部分１１の内部に位置す
るようにする。また、既製杭２０を杭穴１０に挿入することにより、少なくとも既製杭２
０の周囲には杭周充填液が充填される。
【００２８】
　その後、セメントミルクが固化して根固め部１２が築造されると、図２（ｃ）に示すよ
うに、この根固め部１２に支圧プレート３０が埋め込まれることになる。また、既製杭２
０の周囲の杭周充填液が固化して、既製杭２０が地盤３に定着する。
　その後、基礎２を構築し、連結部材３１に緊張力を導入して、この緊張力を導入した状
態で連結部材３１の上端部分を基礎２に定着させる。
【００２９】
　本実施形態によれば、以下のような効果がある。
　（１）既製杭２０の先端より下側の根固め部１２内に支圧プレート３０を配置し、この
支圧プレート３０に連結部材３１を連結した。ここで、支圧プレート３０を既製杭２０の
先端面より下側に離隔して配置したので、根固め部１２の一部が既製杭２０と支圧プレー
ト３０との間に挟まれ、引抜き力に対して根固め部１２のせん断抵抗を利用できる。また
、従来のように先端にプレートを固定した場合に比べて、プレートがより根固め部１２の
底に近くなり、連結部材３１に作用する引張力が、根固め部１２のより深い位置から上方
にコーン状に広がって根固め部１２の周辺まで確実に伝達されるので、根固め部の引抜き
抵抗能力を最大限に活用できる。
　よって、杭１に作用する引抜き力を、既製杭２０の周面摩擦による抵抗と、これと並列
的に機能する連結部材３１および支圧プレート３０を介した根固め部１２による抵抗と、
で負担するから、高い引抜き耐力を確実に得ることができる。
【００３０】
　（２）連結部材３１に緊張力を導入したので、小さな浮上がり変形に対しても根固め部
１２が有効に機能して、既製杭２０の周面摩擦力と相乗的に抵抗するので、引抜き耐力を
さらに向上できる。
【００３１】
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　（３）根固め部１２の全体を地盤３の支持層の中に位置させたので、根固め部１２がよ
り強固に地盤３に定着するので、引抜き耐力をさらに向上できる。
【００３２】
　（４）支圧プレート３０を円盤状とし、この支圧プレート３０の外径を既製杭２０の外
径より大きくしたので、連結部材３１に作用する引張力が根固め部１２の周辺までより確
実に伝達されるようになり、引抜き耐力をさらに向上できる。
【００３３】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、本実施形態では既製杭２０を鉄筋コンクリート造としたが、これに限らず、既
製杭を鋼管杭としてもよい。
　また、本実施形態では、連結部材３１の上端側を基礎２に定着したが、これに限らない
。例えば鋼管杭など、既製杭が十分な引き抜き耐力を有している場合には、図３に示すよ
うに、連結部材３１Ａの上端側を既製杭２０の杭体に連結してもよい。
【００３４】
　また、本実施形態では、拡底部分１１にセメントミルクを充填して、固化したセメント
ミルクで根固め部１２を築造したが、これに限らない。例えば、掘削ドリルの先端からセ
メントミルクを吐出して、吐出したセメントミルクと掘削した土とを攪拌してソイルセメ
ントとし、固化したソイルセメントを根固め部としてもよい。
【符号の説明】
【００３５】
　１、１Ａ…杭
　２…基礎
　３…地盤
　１０…杭穴
　１１…拡底部分
　１２…根固め部
　２０…既製杭
　３０…支圧プレート
　３１、３１Ａ…連結部材
　３２…プレート
　４０…杭打ち機
　４１…クレーン
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